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仙台のプロスポーツと連携した宿泊プラン造成・運営業務 

プロポーザル仕様書 

 
１ 基本的事項 
（１）業務名 

仙台のプロスポーツと連携した宿泊プラン造成・運営業務 
   ※ 仙台のプロスポーツとは、本仕様書においては、仙台市に本拠地を置くプロスポーツ

チーム運営法人のことを指す。 
（２）業務目的 

仙台のプロスポーツと連携した宿泊プランの造成及び販売により、仙台のプロスポーツチ
ームの県外ファンや対戦相手となるチームのファンなど、観戦客の仙台市への来訪と滞在を
促し、プロスポーツを活用したスポーツツーリズムの推進および経済波及効果の拡大を図る
ことを目的とする。 

 
２ 履行期間 

契約締結の日から令和８年３月 31日まで  
  
３  業務概要 
（１）仙台のプロスポーツのホームゲーム観戦チケットとホテル宿泊がセットになった宿泊プラ

ン（以下、「プラン」という。）を造成し、販売すること。 
（２）プランの申込者に対して、仙台市内の店舗で使用できるデジタルクーポンを付与し、市内

周遊の促進・消費の促進に努めること。 
（３）プラン利用者にアンケート調査を実施し、経済波及効果の測定を行うこと。 
 
４ 各業務内容 
（１）プランの造成・販売 

①令和７年８月１日（金）までに販売を開始すること。 
②仙台のプロスポーツと連携のうえ造成することとし、連携するプロスポーツについて提案
すること。 

③１人１泊 5,000 円分の割引を適用し、対象人数は 400 名で設定すること。また、割引の資
金は本業務委託料の中から充てること。 

④令和７年９月から令和８年２月までの間の６試合日でプランを設定すること。 
⑤ホームページを活用して広報し販売すること。なお、ホームページは既存・新設を問わな
い。 

（２）市内周遊促進クーポンの設定 
①ウェブやアプリ等を使用して、プラン利用者に仙台市内店舗等で使用できる 2,000円のデ
ジタルクーポンを提供すること。 

②クーポン利用可能店舗数は 15～20 店舗を想定し、県外からの来訪者が魅力を感じ、周遊
や消費の促進に寄与できる店舗を選定すること。 

③利用者が仙台の観光スポットを巡れるよう、周遊モデルコースを提案すること。 
（３）アンケート調査・分析 

①プラン利用者を対象にアンケートを実施すること。 
②アンケートの項目は発注者が決定する。 
③回答率向上のための取り組みを提案すること。 
④回答結果を集計・分析し、報告書としてまとめ、PDF データおよび紙１部を任意の方法
で発注者へ納品すること。 
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５ 業務完了報告 
業務終了後、業務全体に関する業務完了報告書を作成すること。業務完了報告書には、実施

計画書と同様の項目を盛り込むほか、発注者が必要と判断した内容も適宜盛り込むこと。 
                                                                                                       
６ その他留意事項 
（１）体制等 

本業務の遂行にあたり、適切な知識と技量を備えた人員により最良の体制を構成するとと
もに、本業務に係る総括及び指揮を行う専任の担当者を配置すること。また、各従事者が自
身の役割を的確に理解し適切に業務を遂行することが出来るよう、あらかじめ十分教育を行
うなど円滑かつ周到な準備に努めること。 

（２）届出及び報告 
以下の事由が発生したときは、速やかに届出及び報告を行い、発注者の指示に従うこと。 

①業務履行体制の変更をするとき 
②業務履行に際して事故が発生したとき 
③発注者から届出及び報告を求められたとき 

（３）著作権 
①成果物にかかる著作権は、発注者に無償で譲渡すること。また、当該成果物を受託者の承
諾を受けたうえで、自由に公表、頒布することができ、幅広く使用しても問題ないものと
する。 

②業務上で生じる権利関係及び第三者の著作権に関する利用許諾の処理等については、受託
者の負担において一切を行うものとし、成果物の提出後、発注者において、いかなる費用
も発生しないようにすること。 

③その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、決定すること。 
（４）秘密保持 

受託者は、本業務により知り得た情報を業務中並びに完了後も業務に関係のない第三者に
漏らしてはならない。 

（５）再委託 
受託者は、業務の一部について事前に書面で申請し、発注者の書面による承諾を得た場合

は、業務の一部の処理を他に委託し又は請け負わせることができる。ただし、業務の全部若
しくはその主たる部分を一括して他に委託し又は請け負わせてはならない。 

（６）その他 
本仕様書に明記なき事項については、発注者と協議し決定すること。業務委託後は発注者

と密に情報を共有するとともに、進捗に応じて発注者からの指示を受けて迅速に対応ならび
に提案すること。 

 


